
○ 事案・事故報告要領の全部改正について

令和４年３月16日監甲達第12号

石川県警察本部長から部課署長あて

対号 平成17年２月16日付け監甲達第５号「事案・事故報告要領の制定に

ついて（通達）」

警察職員が関係する事案・事故が発生した場合の報告については、対号に基づ

き実施してきたところであるが、この度「事案・事故報告要領」を別添のとおり

全部改正し、令和４年３月28日から施行することとしたので、所属職員に周知徹

底の上、適宜適切な報告を実施されたい。

なお、対号は本通達の施行をもって廃止する。



別添

事 案 ・ 事 故 報 告 要 領

１ 趣旨

この要領は、各所属において警察職員に係る事案・事故の発生を認知した場合、

警察本部警務部監察課（以下「監察課」という。）へ当該事案・事故の報告をす

るに際しての責任体制、報告要領等の必要事項を定めるものとする。

２ 報告体制等

(1) 各所属において事案・事故が発生した場合、警察本部に対する「報告責任者」

は所属長とする。

また、当該事案において所属長の補助を行う「報告担当者」は、警察本部内

所属においては次席、副隊長及び副校長、警察署においては副署長とする。

(2) 事案・事故の発生に至った警察職員は、自己の所属する所属長に速やかに報

告しなければならない。ただし、やむを得ない事情で報告できない場合は、こ

の限りでない。

３ 報告を要する事案・事故

(1) 警察職員の殉職又は公務中の受傷事案

(2) 警察職員に係る交通事故

ア 警察職員による無免許、飲酒、ひき逃げ又はあて逃げの事故

イ 警察職員が当事者となる人身事故又は公務中の事故

(3) 警察職員に係る悪質な交通違反

ア 酒酔い若しくは政令酒気帯び運転違反又は無免許運転違反

イ 悪質な最高速度違反(30km/h以上の速度超過)

(4) 警察職員による刑罰法令（道路交通法を除く。）に違反する行為に係る事案

(5) 利害関係者から便宜を受ける等、警察職員としての立場を利用した事案

(6) 職務を通じて知り合った事件関係者、相談者及び利害関係者との不適切交際

事案



(7) ハラスメントに係る事案

(8) 警察情報管理システムを利用した個人情報の不正照会等、警察職員としての

職権を利用した事案

(9) 警察職員の自殺(未遂を含む。)又は失踪事案

(10) 警察庁舎(交番、公舎等を含む。)の火災事故

(11) 被疑者等(保護中の者を含む。)の自殺(未遂を含む。)、死亡、逃走その他事

故・事案

(12) 拳銃の不適正な使用及び取扱いによる事案・事故

(13) 公務執行妨害事案又は公務執行に関する争訟事案(争訟に発展することが予

想される事案を含む。)

(14) 装備品、給貸与品、捜査関係書類、証拠品、拾得金品等の紛失又は盗難事故

(15) その他勤務規律違反、不適正な職務執行、不適切な異性交際、不相応な借財

等警察の信頼を失墜させると認められる事案(おそれのあるものを含む。)及び

社会的反響の大きい又は紛議が予想される事案・事故

４ 報告要領

(1) 第一報

前記事案・事故の発生又は当事者である警察職員から発生の報告を受けた場

合、当該所属長は、事案の概要を把握した上で、監察課及び業務主管課(執務

時間外の場合は次席、監察官、担当補佐等)へ、電話その他の方法により速や

かに第一報を行うこと。

なお、自署管内で他所属の警察職員の事案・事故を認知した場合は、当該職

員が所属する所属長に速やかに第一報を行うこと。

(2) 文書報告

事案・事故の第一報後は、次の様式で監察課へ早期に文書報告すること。

ア 交通事故については、別記様式第１号

イ その他の事案については、別記様式第２号



別記様式第１号（４(2)ア関係）

年 月 日

石川県警察本部長 殿

（ 所 属 長 ）

警 察 職 員 に 係 る 交 通 事 故 報 告

午前・後 時 分

取扱者発

受

事 故 の 種 別

発 生 日 時

発 生 場 所

（公務・私用）中 所 属 第１当か第２当かを記載

（公用・私用）車 職 名

警 階 級

・ パ ト カ ー 氏 名

・大型 ( 乗 ・貨 ) 生年月日(年齢) 被

察 ・ 普通 ( 乗 ・貨 ) 採用年月日

・ 軽四 ( 乗 ・貨 ) 現所属配置

・ 二輪 ( 大 ・中 ) 運転免許種別 害

職 ・ 原 付 取得年月日

・自転車 運 転 歴

・歩行者 運 転 技 能 程

員

任 意 保 険 会社名

加 入 状 況 対人 対物 度

・大型 ( 乗 ・貨 ) 住 所 第１当か第２当かを記載

相 ・普通 ( 乗 ・貨 )

・ 軽四 ( 乗 ・貨 ) 職 業

・ 二輪 ( 大 ・中 )

手 ・ 原 付 氏 名 被

・自転車

・歩行者 生年月日(年齢) 害

側

程

任 意 保 険 会社名

加 入 状 況 対人 対物 度



警察職員

事 故 の 原 因

相 手 方

事 故 の 概 要

措 置 状 況

今 後 の 対 応

措 置 方 針

参 考 事 項



別記様式第２号（４(2)イ関係）

年 月 日

石川県警察本部長 殿

（ 所 属 長 ）

警察職員の事案・事故報告

午前・後 時 分

取扱者発

受

事 案 ・ 事 故 の

種 別

発 生 ( 認 知 )

日 時

発 生 場 所

警 所 属 殉 職 ・ 公 務 受 傷 事 案

職 名

察 階 級 術科取得段位

氏 名 当時の勤務内容

職 生年月日(年齢) 受傷部位・程度

採用年月日 装備等活用程度

員 現所属配置 賞揚金の検討 有 無

相 住 所

職 業 使用した凶器等

手 氏 名

生年月日(年齢) 負 傷 の 程 度

方 職員との関係



事 故 の 概 要

措 置 状 況

今 後 の 対 応

措 置 方 針

参 考 事 項


